
（平成27年6月作成）

事務事業シート（実施計画事前基礎シート）
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５．今後の方向性（担当室による内部評価）

（中事業名）※予算書事業名

いじめ防止対策事業

人
工
数

②概算人件費 750千円

0.10人 0.10人 0.10人

臨時職員等

職員

・市いじめ問題対
策連絡協議会(2
回)・市いじめ問題
専門委員会調査
等・いじめ防止研
修会の実施・学校
いじめ防止対策委
員会(19校)の設置

・市いじめ問題対
策連絡協議会(2
回)・市いじめ問題
専門委員会調査
等・いじめ防止研
修会の実施・学校
いじめ防止対策
委員会(19校)の
設置

・市いじめ問題対
策連絡協議会(2
回)・市いじめ問題
専門委員会調査
等・いじめ防止研
修会の実施・学校
いじめ防止対策委
員会(19校)の設置

779千円

1,529千円

(0千円) 0千円 750千円

1,529千円(0千円) 0千円 1,529千円 1,529千円①+②総事業費

750千円 750千円

内
訳

(

千
円

)

国･県支出金

その他（　　　）

地方債

一般財源 (0)

0.10人

7790 779 779 779

担当室名 室長名

779千円 779千円 779千円

主な事業の
実績・計画

・市いじめ問題対策連絡協議
会（年間2回開催）

・市附属機関（市いじめ問題
専門委員会）　調査等
（重大事態発生時）

・いじめ防止研修会の実施

・学校いじめ防止基本方針の
策定（見直し、点検含む）

・学校いじめ防止対策委員会
（19校）の設置

H.27年度(作成時予算額)H.26年度（決算見込）

①直接事業費

（小事業名）

教育振興費 いじめ防止対策事業

H.30年度(計画予算)H.29年度(計画予算)H.28年度(計画予算)

(H.27)No.

いじめ防止対策事業

総
合
計
画

政 策 心豊かな教育と文化に包まれた、ゆとりある暮らし

基本政策 生きる力をはぐくむ教育の充実

施 策

-

教育委員会事務局 学校教育室 雪岡　正明

事務事業名

担当部局名

1405 (H.26)No.

事業コード 462513会計区分

一般会計

教育費

教育総務費

学校教育

小 施 策

事業目的（めざす効果）

一人ひとりの子どもが大切にされ、いじめのない学校
づくりを進めるために関係機関等が連携し、組織的に
実態把握といじめ防止等に取り組みます。

事業内容

H.30年度(事業計画)

国のいじめ防止対策基本方針を受け、名張市は基本
方針を策定し「名張市いじめ問題対策連絡協議会」を
設置しました。教育委員会は、附属機関としての「名張
市いじめ問題専門委員会」を置き、重大事態等に対応
します。また、市内全小中学校においては、国の基本
方針を参酌し、各学校の基本方針を策定するとともに、
「学校いじめ防止対策委員会」を置き、各校の実態把
握といじめの防止等に取り組みます。

H.28年度(事業計画) H.29年度(事業計画)

義務教育

３．総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

重点施策コード

H.26年度（事業量・取組実績） H.27年度（事業量・取組計画）

６．事務事業の取組に関係する主な市の計画具体的な見直し内容・検討内容、継続の理由

実践している（※実践内容を記載→）

名張市子ども教育ビジョン
名張市いじめ防止基本方針

平成27年度から本格的な取組を進めていきます。

いじめ問題対策連絡協議会は児童相談所、警察署等の関係機関
と、人権擁護委員、民生児童委員連絡協議会、ＰＴＡ連合会等からの
参画をいただき児童生徒のいじめ防止等に対して連携・協働を図る。

地域づくり組織、市民活動団体等との連携･協働は図れないか

４．担当室による事務事業の点検 （*点検等による成果向上や見直しが困難な事業(法令等による義務的経費、災害復旧等緊急事業など)は点検対象外）

 【選択肢】
　 継続（改善）、継続（現行）、継続（拡大）、継続（縮小）、統合検討、休止検討、廃止検討、事業完了（予定含む）

継続（改善）

国の基本方針に基づき、平成26年12月に「名張市いじめ防止基本方
針」の策定、「名張市いじめ問題対策連絡協議会条例」を制定しまし
た。市内各小中学校においては、学校いじめ防止基本方針を策定し、
「学校いじめ防止対策委員会」を設置し、実態把握といじめの防止等
に取り組みました。年間のいじめの発生件数は、小学校12件、中学校
10件で、その解消率は100％でした。市内小中学校教職員を対象にい
じめ防止研修会を１回実施しました。

点検項目 内容（施策達成への貢献内容、連携･協働の実践･検討内容）

市内全小中学校において、学校いじめ防止基本方針を策定するとと
もに、実態把握といじめの防止等に取り組みました。

事業内容や取組成果は、総合計画の施策達成に貢献しているか

Ａ（２つ以上の施策指標達成に貢献又は基本方針達成に特に貢献）

各学校において、毎年度当初に「学校いじめ防止基本方針」の点検、
見直しを行い、より実効性のあるものにしていく必要があります。
学校いじめ防止対策委員会を中心として、全教職員によるいじめの
未然防止、早期発見、迅速で丁寧な対応に心掛け取り組みます。

考察（H.26年度の取組評価、課題） 今後の対応方針（課題解決への取組、工夫・改善の内容）


